
宮 崎 県 公 報

宮崎県告示第 563号

森林法（昭和26年法律第 249号）第26条の２第２項の規定により、

次のとおり民有林の保安林の指定を解除する予定である。

平成19年６月21日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 解除予定に係る民有林の保安林の所在場所

東臼杵郡門川町大字門川尾末字由良ノ口10256−３・10257−２

（次の図に示す部分に限る。）

２ 民有林の保安林として指定された目的 土砂の流出の防備

３ 解除の理由 道路用地とするため

（「次の図」は、省略し、その図面を宮崎県環境森林部自然環

境課及び東臼杵農林振興局並びに門川町役場に備え置いて縦覧に

供する。）

宮崎県告示第 564号

森林法（昭和26年法律第 249号）第29条の規定により、農林水産

大臣から、次のとおり保安林の指定を解除する予定である旨の通知

があった。

平成19年６月21日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 解除予定保安林の所在場所 宮崎市（国有林。次の図に示す部

分に限る。）

２ 保安林として指定された目的 水源のかん養

３ 解除の理由 電気工作物施設用地とするため

（「次の図」は、省略し、その図面を宮崎県環境森林部自然環

境課及び中部農林振興局並びに宮崎市役所に備え置いて縦覧に供

する。）

宮崎県告示第 565号

森林法（昭和26年法律第 249号）第29条の規定により、農林水産

大臣から、次のとおり保安林の指定を解除する予定である旨の通知

があった。

平成19年６月21日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 解除予定保安林の所在場所 宮崎市（国有林。次の図に示す部

分に限る。）

２ 保安林として指定された目的 公衆の保健

３ 解除の理由 電気工作物施設用地とするため

（「次の図」は、省略し、その図面を宮崎県環境森林部自然環

境課及び中部農林振興局並びに宮崎市役所に備え置いて縦覧に供

する。）

宮崎県告示第 567号
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目 次

告告 示示

宮 崎 県 林 業 ・ 木 材 産 業 改 善 資 金 貸 付 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 告 示 を

こ こ に 公 表 す る 。

平 成 十 九 年 六 月 二 十 一 日

宮 崎 県 知 事 東 国 原 英 夫

宮 崎 県 告 示 第 五 百 六 十 六 号

宮 崎 県 林 業 ・ 木 材 産 業 改 善 資 金 貸 付 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 告

示

宮 崎 県 林 業 ・ 木 材 産 業 改 善 資 金 貸 付 規 程 （ 平 成 十 六 年 宮 崎 県 告 示

第 五 百 七 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 記 様 式 第 一 号 ３ 中
（
注
）

「 」 を

「

に
」

改 め る 。
附 則

こ の 告 示 は 、 公 表 の 日 か ら 施 行 す る 。

３ 林業・木材産業改善措置の内容に応じて必要となる項目を追加するなど様式を変更すること。

３ 林業・木材産業改善措置の内容に応じて必要となる項目を追加するなど様式を変更すること。

４ 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施工例第７条第１項に規定する資金を調達方法と

する場合は、林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法第３条第１項に規定する林業経営改善

計画の認定書の写しを添付すること。
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計量法（平成４年法律第51号）第19条第１項の規定により、次の

とおり特定計量器の定期検査を実施する。ただし、特定計量器が特

定計量器検定検査規則（平成５年通商産業省令第70号）第39条第１

項各号のいずれかに該当する場合は、平成19年８月１日から平成19

年11月５日までの間に当該特定計量器の定期検査を当該特定計量器

の所在の場所で実施する。

平成19年６月21日

宮崎県知事 東国原 英 夫

備考

検査期日は、土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律

（昭和23年法律第 178号）に規定する休日を除く。

宮崎県告示第 568号

道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第１項の規定により、道

路の区域を次のとおり変更する。

なお、関係図面は、平成19年６月21日から平成19年７月５日まで

宮崎県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。

平成19年６月21日

宮崎県知事 東国原 英 夫

宮崎県告示第 569号

道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第１項の規定により、道

路の区域を次のとおり変更する。

なお、関係図面は、平成19年６月21日から平成19年７月５日まで

宮崎県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。

平成19年６月21日

宮崎県知事 東国原 英 夫

検査区域検査場所
検査受付

時 間
検査期日

対象とな
る特定計
量器

えびの市

全域

えびの市

全域

えびの市

全域

えびの市

全域

えびの市

役所真幸

出張所

飯野地区

公民館

えびの市

役所

宮崎県計

量検定所

午後１時から

午後４時30分まで

午前９時から

午後４時30分まで

午前９時から

午後２時30分まで

午前８時30分から

午後５時15分まで

８月１日

８月２日

８月３日

８月１日

から10月

１日まで

質量計

椎葉村全

域

諸塚村全

域

美郷町全

域

美郷町全

域

美郷町全

域

椎葉村、

諸塚村、

美郷町全

域

椎葉村開

発センタ

ー

諸塚村中

央公民館

北郷区林

業センタ

ー

南郷区多

目的セン

ター

西郷区ニ

ューホー

プセンタ

ー

宮崎県計

量検定所

午後１時30分から

午後４時まで

午前10時から

午後０時30分まで

午前11時30分から

午後１時30分まで

午後２時30分から

午後４時30分まで

午前９時から

午後０時まで

午前８時30分から

午後５時15分まで

８月６日

８月７日

８月９日

８月９日

８月10日

８月６日

から10月

９日まで

質量計

門川町全

域

門川町全

域

日向市全

域

日向市全

域

日向市全

域

上井野地

区公民館

門川町役

場

東郷町地

域自治セ

ンター

日向市役

所

日向市役

所

午後１時30分から

午後４時まで

午前９時から

午後４時まで

午前９時から

午後０時まで

午後１時から

午後４時まで

午前９時から

午後２時30分まで

８月20日

８月21日

８月22日

８月22日

８月23日

質量計

門川町、

日向市全

域

宮崎県計

量検定所

午前８時30分から

午後５時15分まで

８月20日

から10月

22日まで

延岡市

北川町全

域

延岡市

北浦町全

域

延岡市

北方町全

域

北川町、

北浦町、

北方町全

域

北川町総

合支所

北浦町総

合支所

北方町総

合支所

宮崎県計

量検定所

午後１時30分から

午後４時まで

午前９時30分から

午後０時まで

午後２時から

午後４時30分まで

午前８時30分から

午後５時15分まで

９月５日

９月６日

９月６日

９月５日

から11月

５日まで

質量計

延 長

（メートル）

敷地の
幅 員

（メートル）

新旧

の別
区 間路線名

道路の

種 類

路線

番号

1041.04.0 〜

35.0

旧児湯郡西米

良村大字板

谷字折戸 1

02番１地先

から同郡同

村同大字同

字 105番５

地先まで

国道 2

65号

国道

1041.07.0 〜

35.0

新
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宮崎県告示第 570号

道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第１項の規定により、道

路の区域を次のとおり変更する。

なお、関係図面は、平成19年６月21日から平成19年７月５日まで

宮崎県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。

平成19年６月21日

宮崎県知事 東国原 英 夫

宮崎県告示第 571号

道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第２項の規定により、道

路の供用を次のとおり開始する。

なお、関係図面は、平成19年６月21日から平成19年７月５日まで

宮崎県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。

平成19年６月21日

宮崎県知事 東国原 英 夫

宮崎県告示第 572号

道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第２項の規定により、道

路の供用を次のとおり開始する。

なお、関係図面は、平成19年６月21日から平成19年７月５日まで

宮崎県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。

平成19年６月21日

宮崎県知事 東国原 英 夫

宮崎県告示第 573号

道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第２項の規定により、道

路の供用を次のとおり開始する。

なお、関係図面は、平成19年６月21日から平成19年７月５日まで

宮崎県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。

平成19年６月21日

宮崎県知事 東国原 英 夫

宮崎県告示第 574号

道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第２項の規定により、道

路の供用を次のとおり開始する。

なお、関係図面は、平成19年６月21日から平成19年７月５日まで

宮崎県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。

平成19年６月21日

宮崎県知事 東国原 英 夫

供用開始の期日区 間路線名
道路の

種 類

路線

番号

平成19年６月21日えびの市大

字内竪字大

河平 947番

145地先か

ら同市同大

字字瀬戸口

1038番19地

先まで

国道 4

47号

国道

供用開始の期日区 間路線名
道路の

種 類

路線

番号

平成19年６月21日小林市大字

細野字竹山

5138番１地

先から同市

同大字同字

5136番１地

先まで

霧島公

園小林

線

県道104

供用開始の期日区 間路線名
道路の

種 類

路線

番号

平成19年６月21日東諸県郡国旭村木県道355

延 長

（メートル）

敷地の
幅 員

（メートル）

新旧

の別
区 間路線名

道路の

種 類

路線

番号

123.710.8 〜

12.8

旧小林市大字

細野字竹山

5138番１地

先から同市

同大字同字

5136番１地

先まで

霧島公

園小林

線

県道104

123.715.5 〜

18.9

新

延 長

（メートル）

敷地の
幅 員

（メートル）

新旧

の別
区 間路線名

道路の

種 類

路線

番号

1050.05.5 〜

32.0

旧えびの市大

字内竪字大

河平 947番

145地先か

ら同市同大

字字瀬戸口

1038番19地

先まで

国道 4

47号

国道

970.012.0 〜

55.5

新

供用開始の期日区 間路線名
道路の

種 類

路線

番号

平成19年６月21日児湯郡西米

良村大字板

谷字折戸 1

02番１地先

から同郡同

村同大字同

字 105番５

地先まで

国道 2

65号

国道
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宮崎県告示第 575号

水防法（昭和24年法律第 193号）第14条第１項の規定により一ツ

瀬川水系一ツ瀬川、三財川及び三納川に係る浸水想定区域を指定し、

及び当該区域が浸水した場合に想定される水深を定めたので、同条

第３項の規定により公表する。

なお、関係図面は、宮崎県県土整備部河川課、宮崎県宮崎土木事

務所、宮崎県西都土木事務所及び宮崎県高鍋土木事務所において一

般の縦覧に供する。

平成19年６月21日

宮崎県知事 東国原 英 夫

宮崎県税条例施行規則（昭和39年宮崎県規則第３号）第96条第１

項の規定により次の軽油引取税に係る免税証を紛失した旨の届出が

あったので、当該免税証は無効とする。

平成19年６月21日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 免税証の種類

200渥券

２ 用途

農業

３ 記号及び番号

H3503296

４ 有効期間

平成18年３月20日から平成19年３月19日まで

５ 免税証に記載した販売店の名称

都城農業協同組合山之口給油所

６ 紛失年月日

平成18年７月27日

特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第10条第１項の規

定により、次のとおり特定非営利活動法人の設立の認証の申請があ

った。

平成19年６月21日

宮崎県知事 東国原 英 夫

特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第25条第４項の規

定により、次のとおり特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申

請があった。

平成19年６月21日

宮崎県知事 東国原 英 夫

定款に記載され
た目的

主たる事
務所の所
在地

代表者の氏名名 称
申請
年月
日

この法人は、

地域生活を豊か

なものにしたい

と希望するもの

全般に対して、

生活の質の向上

を図るため、利

用者の意向を尊

重し、個人の尊

厳を保持しつつ、

自立した生活を

地域社会におい

て営むことがで

きるよう支援す

るとともに、明

るく豊かで楽し

い社会生活を実

現することを目

的とする。

宮崎県延

岡市緑ヶ

丘４丁目

19番６号

友清 英一特定非営利

活動法人

ささゆり

平成

19年

６月

11日

定款に記載され
た目的

主たる事
務所の所
在地

代表者の氏名名 称
申請
年月
日

この法人は、

地域の社会資源

を活用し、知的

障害者に働く喜

びを与え、お互

いに助け合う協

調性や社会の一

宮崎県え

びの市大

字大明司

455番地

３

櫛山 義正特定非営利

活動法人

えびの福祉

作業所

平成

19年

６月

７日

公公 告告

富町大字八

代北俣字井

ノ原2316番

21地先から

同郡同町同

大字字井野

2422番１地

先まで

脇線

文 書 取 扱 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令 を こ こ に 公 表 す る 。

平 成 十 九 年 六 月 二 十 一 日

宮 崎 県 知 事 東 国 原 英 夫

訓 令 甲 第 二 十 一 号

文 書 取 扱 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令

文 書 取 扱 規 程 （ 平 成 二 年 訓 令 甲 第 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

す る 。
第 十 七 条 中 第 六 項 を 第 七 項 と し 、 同 条 第 五 項 中 「 前 三 項 」 を 「 第

二 項 、 第 三 項 及 び 前 項 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 六 項 と し 、 同 条 第 四

項 中 「 前 二 項 」 を 「 前 三 項 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 五 項 と し 、 同 項

の 前 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

４ 第 一 項 の 規 定 に よ り 処 理 す る 事 案 の う ち 法 第 二 百 三 十 四 条 第 一

項 に 規 定 す る 契 約 （ 以 下 「 契 約 」 と い う 。 ） に 係 る 契 約 書 に つ い

て は 、 行 政 経 営 課 長 は 一 定 の 文 案 を 例 文 と し て 定 め る こ と が で き

る 。
第 二 十 五 条 中 「 第 十 七 条 第 四 項 」 を 「 第 十 七 条 第 五 項 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 訓 令 は 、 公 表 の 日 か ら 施 行 す る 。

訓 令訓 令 甲甲
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大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第８条第１項の規

定により、宮崎市から意見を聴取したので、当該意見を記載した書

面を次のとおり縦覧に供する。

平成19年６月21日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地

マックスバリュ島之内店

宮崎市大字島之内字境田６３５８番１ 外

２ 意見の概要

特になし

３ 意見を記載した書面の縦覧場所及び期間

茨 場所

宮崎県商工観光労働部地域産業振興課、宮崎県西臼杵支庁総

務課、宮崎県日南商工労政事務所、宮崎県都城商工労政事務所

及び宮崎県延岡商工労政事務所

芋 期間

平成19年６月21日から平成19年７月23日まで

宮崎県公安委員会公告第14号

警備業法（昭和47年法律第 117号）第23条に規定する、警備員又

は警備員になろうとする者を対象とする検定を、次のとおり実施す

る。

平成19年６月21日

宮崎県公安委員会委員長 佐々木 文 雄

１ 検定の種別、級及び検定実施日時

※ 当日の受付は、午前８時３０分から午前９時までの間に済ま

せること。

２ 実施場所

宮崎郡清武町大字今泉丙2559番地１

宮崎県建設技術センター

３ 定員

30人（受付先着順とする。）

４ 受検資格

宮崎県内に住所を有する者又は宮崎県内の営業所に属している

警備員

５ 検定申請手続き

茨 受付期間

平成19年８月13日俄から８月24日画まで（土、日曜を除く。）

の午前９時から午後５時まで

芋 検定申請書等提出先

受検者の住所地又はその属する営業所の所在地を管轄する警

察署（郵送による提出は認めない。）

鰯 提出書類

ア 検定申請書 １通

イ 住所地を疎明する書面（宮崎県内に住所を有する者に限る。

）

ウ 当該営業所に属していることを疎明する書面（宮崎県外に

住所を有し、宮崎県内の営業所に属する警備員に限る。）

エ 写真２枚（申請前６月以内に撮影した縦3.0センチメートル、

横2.4センチメートルの大きさの正面、無帽、上三分身像、無

背景で、裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの）

オ 代理人が提出する場合は、申請者の委任状

６ 手数料

検定申請書を提出する際、１３，０００円相当額の宮崎県証紙によ

り納付すること。

納付された手数料については、受検辞退その他いかなる場合に

も返還しない。

７ 検定の方法等

学科試験及び実技試験により行う。

なお、学科試験を実技試験の前に行い、学科試験に合格しなか

った者に対しては実技試験を行わない。

また、実技試験においても、試験途中に合格点に達しないこと

が明らかとなった場合は、その者に対する試験を中断し、以降の

実技試験は行わない。

茨 学科試験の内容

ア 警備業務に関する基本的な事項。

イ 法令に関すること。

ウ 雑踏の整理に関すること。

エ 人の雑踏する場所における負傷等の事故が発生した場合に

おける応急の措置に関すること。

芋 実技試験の内容

ア 雑踏の整理に関すること。

イ 人の雑踏する場所における負傷等の事故が発生した場合に

おける応急の措置に関すること。

８ その他

茨 受検票は、当日検定会場で交付する。

芋 受検に際しては、筆記用具、室内用運動靴を持参すること。

雨天時は雨合羽も持参すること。

鰯 本件に関する問い合わせは、宮崎県警察本部生活安全部生活

安全企画課警備業係（電話番号0985-31-0110内線3024、3051）

に行うこと。

允 この検定の実施に際して収集する個人情報は、この検定のた

めに必要な範囲でのみ利用する。

宮崎県選挙管理委員会告示第56号

個人演説会、政党演説会又は政党等演説会に使用できる施設とし

選挙管理委員会告選挙管理委員会告示示

実 施 日 時級種 別

平成19年10月２日午前９時から午後５時

ころまで

２級雑踏警備

公安委員会公公安委員会公告告

員としての自覚

を持たせ、希望

を持って前向き

に生活出来ると

ともに、障害者

に対する正しい

理解が得られる

ように地域社会

に働きかけるこ

とを目的とする。
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て市町村選挙管理委員会が指定した施設（平成18年宮崎県選挙管理

委員会告示第65号）の一部を次のように改正する。

平成19年６月21日

宮崎県選挙管理委員会委員長 若 友 慶 二

市町村の選挙管理委員会が指定した個人演説会等公営施設一覧中

「（平成19年３月２日現在）」を「（平成19年６月２日現在）」に

「

」

の次に

「

」

及び

「

」

を加え、

「

」

を削り、

「

」

の次に

「

」

、

「

」

及び

「

」

を加え、

「

」

の次に、

「

」

を加え、

「

」

を

「

」

に改め、

「

245〃 北浦町三川内 403北浦町大井農業集落

センター

200

100

〃 北川町川内名7250番地

〃 北川町川内名7226番地の２

北川町多目的研修集

会施設

北川町老人福祉館

北川町下塚集会所

北川町葛葉生活改善

〃 北川町川内名1227番地 120

〃 北川町川内名1992番地乙の 100

80〃 大字東麓3619番地８牟田原構造改善セン

ター

80〃 大字東麓3619番地８牟田原農業構造改善

センター

北川町多目的研修集 北川町大字川内名7250番地 200

会施設

北川町老人福祉館 〃 大字川内名7226番地の２ 100

北川町下塚集会所 〃 大字川内名1227番地 120

北川町葛葉生活改善 〃 大字川内名1992番地乙の 100

センター １

北川町瀬口集会所 〃 大字川内名3132番地１ 150

北川町深瀬集会所 〃 大字川内名5698番地６ 100

北川町白石生活改善 〃 大字川内名7453番地24 100

センター

北川町深崎集会所 〃 大字川内名8497番地 70

北川町上赤集会所 〃 大字川内名9862 100

北川町家田生活改善 〃 大字長井1547番地 120

センター

北川町母子健康セン 〃 大字長井3964番地 120

ター

北川町長井健康増進 〃 大字長井5453番地 250

センター

俵野営農研修センタ 〃 大字長井6565番地２ 120

150〃 幸町２丁目 125番地延岡市岡富コミュニ

ティセンター

400〃 高岡町花見 923番地宮崎市東高岡体育館

998〃 高岡町内山2007番地天ケ城体育館

130〃 高岡町内山2877番地宮崎市高岡福祉保健

センター

260〃 高岡町内山2880番地１高岡地区農村環境改

善センター

300〃 大貫町５丁目1542番地３大貫中区公民館

150〃 大門町 799番地延岡市東海コミュニ

ティセンター

150〃 桜小路 360番地２延岡市川中コミュニ

ティセンター

センター

北川町瀬口集会所

北川町深瀬集会所

北川町白石生活改善

センター

北川町深崎集会所

北川町上赤集会所

北川町家田生活改善

センター

北川町母子健康セン

ター

北川町長井健康増進

センター

俵野営農研修センタ

ー

北川町松瀬集会所

北川町八戸コミュニ

ティセンター

北川町下赤集会所

北川町飛石集会所

ホタルの館

大崩研修棟

１

〃 北川町川内名3132番地１ 150

〃 北川町川内名5698番地６ 100

〃 北川町川内名7453番地24 100

〃 北川町川内名8497番地 70

〃 北川町川内名9862 100

〃 北川町長井1547番地 120

〃 北川町長井3964番地 120

〃 北川町長井5453番地 250

〃 北川町長井6565番地２ 120

〃 北川町川内名1865番地１ 50

〃 北川町川内名8601の１ 50

〃 北川町川内名9545番地３ 50

〃 北川町長井5144番地の１ 120

〃 北川町川内名7330番地 200

〃 北川町川内名 10457番地１ 100



宮 崎 県 公 報 平成 19年 ６ 月 21日（木曜日） 第 1889号

害 7害

」

を削除する。

ー

北川町松瀬集会所 北川町大字川内名1865番地１ 50

北川町八戸コミュニ 〃 大字川内名8601の１ 50

ティセンター

北川町下赤集会所 〃 大字川内名9545番地３ 50

北川町飛石集会所 〃 大字長井5144番地の１ 120

ホタルの館 〃 大字川内名7330番地 200

大崩研修棟 〃 大字川内名 10457番地１ 100
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